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特定非営利活動法人 DAKKO          

１ 事業実施の方針 

令和 7年度は啓発活動事業と人材育成・教育支援事業を主な活動として実施する。 
 具体的には、地方議員と直接話してみることで、街にもっと興味を持ち、政治について向き合うきっか
けを生み出すイベント「Voters Café」、小・中学校、支援学校、放課後等デイサービスにて主権者教育出
前授業を行い、模擬戦挙等の授業を展開する。 
 また、総務省の管轄する「主権者教育」優良事例普及推進事業を支援した。美郷町の放課後児童クラブ
を対象に、主権者教育出前授業を実施する。 
子育て世代がつながるための居場所事業や子育て支援に関する啓発事業は、東京都足立区の放課後等デ

イサービスにて、障がいをもった児童向けに主権者教育出前授業を行う。保護者にも参加いただき、保護
者向けの講演、保護者同士が話し合える環境を提供する 

 

２ 事業の実施に関する事項 

（１）特定非営利活動に係る事業              （事業費の総費用【 2600 】千円 ） 

定款に記載 
された 
事業名 

事業内容 日時 場所 従事者 
人数 

受益 
対象者 
範囲 

受益 
対象者 
人数 

事業費 
（千円） 

政治・社会参画に
関する人材育成・
教育支援事業 

主権者教育に関
する教材を制作し
た。また、障害児、
学生向けに主権
者教育に関する出
前授業を実施し

た。 

年間を通じ
て随時実施 

東京都文京区 

東京都足立区 

東京都中野区 

宮城県仙台市 

島根県美郷町 

10名 学生・社
会人： 
約 200名 

964 2500 

子育て世代が対
話できる居場所
づくり事業 

親御様や子育て
支援従事者向け
に、子育て・障が
いに関する講演活
動等を実施した。 

年間を通じ
て随時実施 

東京都足立区 

 

5名 子育て世
代： 

10名 

0 100 

子育て支援活動
に関する啓発事
業 

今年度は実施なし - - - - -  

その他目的を達

成するために必

要な事業 

今年度は実施な

し 

- - - - -  

※その他事業は実施しない。 
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